
 

建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領（神奈川県企業庁） 

   

 

１．目的 

本要領は、建設キャリアアップシステム（以下「ＣＣＵＳ」という。）の活用

を促進するため、神奈川県企業庁が発注する工事において、受注者が発注者に対

してＣＣＵＳを活用することを協議し、ＣＣＵＳ活用目標の達成状況に応じて工

事成績評定で加点するモデル工事（以下「ＣＣＵＳ活用モデル工事」という。）

の試行を実施するため、必要な事項を定め、もってＣＣＵＳ活用推奨モデル工事

の試行の円滑な実施に資することを目的とする。 

  

２．用語の定義  

本要領において使用する用語の定義は以下のとおりとする。  

・下請企業：     建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第２条第５項に

規定する下請負人のうち、工事において施工体系図へ

の記載が求められるものをいう。ただし、一人親方及

び当該工事現場での施工が２週間以内の企業を除く。 

・技能者：      元請け企業及び下請企業の従業員で、建設技能者とし

て就労する者をいい、一人親方を含む。ただし、当該

工事現場での就業が２週間以内の者を除く。  

・ＣＣＵＳ登録事業者：元請け企業及び下請企業のうち、一般財団法人建設業

振興基金に対し、事業者として自社の情報、雇用する

技能者に関する情報又は建設現場に係る情報を登録す

るＣＣＵＳの利用者をいう。  

・ＣＣＵＳ登録技能者：技能者のうち、一般財団法人建設業振興基金に対し、

技能者として本人情報を登録し、就業履歴情報を蓄積

するＣＣＵＳの利用者をいう。  

・計測日：         登録事業者率、登録技能者率又は就業履歴蓄積率を計

測する日をいう。 

・登録事業者率：   「計測日におけるＣＣＵＳ登録事業者の数」／「計測

日における元請け企業及び下請け企業の数」 

・登録技能者率：   「計測日におけるＣＣＵＳ登録事業者のＣＣＵＳ登録

技能者数」／「計測日における元請け企業及び下請け

企業の技能者の数」 



2 

 

・就業履歴蓄積率：  「計測日において建設キャリアアップカードのカード

リーダーへのタッチ等をして工事現場へ入場した技能

者の数」／「計測日において工事現場へ入場した技能

者の数」 

・カードリーダー：  ＣＣＵＳの技能者の就業履歴情報の登録に対応した、

現場に設置する端末のこと。 

・現場利用料：    ＣＣＵＳの技能者の就業履歴情報の登録（カードタッ

チ）ごとに発生する料金であり、元請事業者として現

場管理者を登録する事業者が支払いを行う費用のこ

と。 

 

３．ＣＣＵＳ活用モデル工事  

（１） 対象工事 

神奈川県企業庁が発注した工事（営繕工事を除く（※１））のうち、受注者

が別紙「試行工事対応届出書」により、契約後 30 日以内かつ現場着手前に本

試行要領に基づきモデル工事を行うことを希望した工事を対象とする。  

なお、当面の間は、カードリーダ等により登録技能者の就業履歴情報の登録

（蓄積）が 30 日以上行われる見込みのある工事を対象とする。 

※１営繕工事とは、（建築工事、電気設備工事（営繕）、機械設備工事（営

繕））をいい、別途、神奈川県企業庁が定めた「建設キャリアアップシステム

活用モデル工事〔営繕〕 試行要領（神奈川県企業庁）」を適用する。 

 

（２） 事業者登録等の確認 

    受注者は、対象工事の協議が成立後すみやかに、以下の書類等を発注者に

提出し、確認を受けるものとする。 

項 目 確認（提出）書類の例 

① 事業者登録 ＣＣＵＳの施工体制登録事業者一覧(元請け企業

の登録状況のみを確認します。) 

② 現場・契約情報登録 ＣＣＵＳの現場・契約情報 

③ 技能者登録 ＣＣＵＳの施工体制登録技能者一覧（1 名以上の

技能者の登録が完了していることを確認しま

す。） 
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（３） 受注者が実施する内容 

計測日における登録事業者率・登録技能者率・就業履歴蓄積率を計測し、

各計測値の平均値を算出する。 

なお計測日は、本体工事及び仮設工事に着手後１か月以内を初回とし、そ

の後３か月以内に１度の計測日を設定するものとし、受発注者間の協議の上

で決定するものとする。（初回を含め計測日が３回に満たない場合は最低３

回の計測日を設定する） 

また、全工事期間における就業履歴の延べ人数及び重複を除いた実人数に

ついても計測する。 

 

（４） 実施状況の報告 

受注者は、上記の「（３）受注者が実施する内容」に記載のある実施内容に

ついて、ＣＣＵＳ活用実績報告書（様式１）を作成するとともに、報告内容

が確認できる資料を添付して（添付する資料については、様式１参照）発注

者に報告（提出）するものとする（※２）。 

また、工事期間における就業履歴の蓄積状況が確認できる資料（カードリ

ーダー等の設置状況写真やＣＣＵＳの就業履歴一覧［月別カレンダー］等）

についても工事完成時に発注者に報告（提出）するものとする。 
  

※２ 受注者は、各計測日毎速やかに、発注者に報告（提出）するものとす

る。なお、様式１については、既に報告が完了している計測値等も記

載することとし、最終計測については、各計測値の平均値も算出し、

報告するものとする。 

 

４．ＣＣＵＳ活用に係る費用 

    ＣＣＵＳ活用のためのカードリーダー等購入費用及び現場利用料（カードタ

ッチ費用）については、上記の「３（４）実施状況の報告」により、「ＣＣＵＳ

活用実績報告書（様式１）」を発注者へ報告(提出)した場合、以下のとおり、精

算変更時、支出実績に基づき、「共通仮設費」に積み上げ計上することとする。

（工期末の 30 日前までに請求のあったものを対象とする） 

    この際、これらの費用は全間接費の対象外とする。 
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（１）積算方法  

① カードリーダー等購入費用  

カードリーダー（もしくは、就業履歴情報の登録のための顔認証カメラや

顔認証型のリーダー）の購入費用(新規購入に限る)について、購入を証する

領収証等と現場での使用実績（設置状況写真及び就業履歴情報）を確認し、

費用を計上する。 

ただし、１工事あたり２台を上限とし、他の費用については、次表のとお

りとする。 

 

ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰまたは顔認証型ﾘｰﾀﾞｰ ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ 

以外の機器 

(PC、ﾀﾌﾞﾚｯﾄ等) 

通信費 
ＯＳ 

上限金額 

(円/台) 

上限台数 

(台/工事) 

購入 
Windows 1 万円 

2 台 

計上しない 計上しない 
iOS ３万円 

リース 
Windows 

計上しない 上限なし 
iOS 

※ ＣＣＵＳの継続的な活用の観点から、リースの場合は費用は計上しない。ま

た、カードリーダー以外の機器(パソコン、タブレット)や通信費は計上しな

い。 

 

② 現場利用料（カードタッチ費用）  

現場利用料は、受注者が提出する当該現場に係る現場利用料の明細に基づ

き、計上することとする 

 

５．工事成績評定への加点 

   監督員は、本要領に基づくＣＣＵＳ活用が確認できた場合、かつ次の表におけ

る目標基準を全ての項目で達成した場合に、工事成績評定点で１点（考査項目別

運用表の主任技術評価者における、創意工夫項目のその他で 2.5 点）を加点す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

指標 目標基準 

平均登録事業者数 ９０％ 

平均登録技能者数 ８０％ 

平均就業履歴蓄積率 ５０％ 
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６．アンケート調査 

   受注者は、発注者からのアンケート調査について検査後７日以内に次の Web

アンケート回答システムにより回答するものとする。 

≪Web アンケート回答システム≫ 

【https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-

u/offer/offerList_detail?tempSeq=121495】 

 

 

７．その他 

この要領に定めのない事項については、協議により定めることとする。 

 

附則 

この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-

